
　教育委員会は、教育行政の政治的中立性や継続性・安定性を確保するとともに、保護者や地域住民

の多様な意向を的確に反映した教育行政を推進することを使命としており、レイマン（一般人）であ

る非常勤の教育委員の合議制により基本方針を決定し、それを教育行政の専門家である教育長が事務

局を指揮監督して執行するという「レイマンコントロール」の仕組みにより、専門家の判断によらな

い、広く住民の意向を反映した教育行政を展開していく責任を有している。

　熊本市教育委員会は５名の教育委員により構成し、教育委員会会議の他に、所管事項についての調

査、研究などを行う教育委員協議会、学校（園）における研究発表会等への参加やあいさつ運動、現

地視察などの活動を行っている。また、教育委員として広範な見識を深めるために、他都市視察や研

修会への参加等の活動を行っている。

■　総合教育会議

　地方教育行政の組織及び運営関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４月１日に施行した

ことに伴い、市長と教育委員会が教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策について協議及び調整を

行う場として新たに「総合教育会議」が設置された。平成２７年度については、年間４回程度の開

催を予定しており、教育行政の大綱の他、本市の教育に関する課題や、熊本市と教育委員会の連携

が必要な事項について協議を行うこととしている。

委員長
﨑元　達郎

委員（委員長職務代理者）
森　德和

委　員
泉　薫子

委　員
田口　伸子

委員（教育長）
岡　昭二

   

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

第１章　教育行財政
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　教育委員会では、広く住民の意向を反映した教育行政を展開するために、平成２４年度から、「タ

ウンミーティング」や「スクールミーティング」を開催している。

■　タウンミーティング

　教育委員が地域へ出向き、直接保護者や地域の方々と、教育に対する意見を交換する。今後も、

各区で順次開催していく予定。

■　スクールミーティング

　教育委員が学校を訪問し、教職員と意見交換を行う。（平成２４年度は学校単位で実施し、ＰＴ

Ａ役員、学校評議員及び校長・教頭が参加。平成２５年度からは、中学校区単位での実施に変更。）

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　2 広聴機能の強化
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（１）　流れ

　熊本市は、政令指定都市の実現や、平成２３年春の九州新幹線鹿児島ルート全線開業に向けた

まちづくりに積極的に取り組み、活力と魅力にあふれた誇りがもてる「熊本市」を築き上げてい

くため、「熊本市第６次総合計画」・「第５次行財政改革推進計画」を策定した。

（２）　概要

　①　第６次総合計画

　平成２１年４月に策定された第６次総合計画は、市民と行政の共通・共有するまちづくりの指針

であり、基本構想に掲げるめざすまちの姿「湧々都市くまもと」の実現に向け、平成３０年度を目

標年次として、特に重点的に取り組む４つのわくわくプロジェクトとそれを具体化する７つの夢わ

くわくプラン（「夢わく」）を設定している。これを市民と行政の協働はもとより、熊本都市圏市町

村とも連携して実行し、一つひとつの実現を目指す。

　教育委員会では、特に、「くらし　わくわく」プロジェクトの「夢わく１」に、少人数学級関係

事業、学級支援員派遣事業、スクールソーシャルワーカー配置事業など、２１の細事業が、「１　

子どもたちが楽しく、いきいきと学び遊べる環境づくり」として位置づけられている。

　その他、「めぐみ　わくわく」プロジェクトの「夢わく４」に、１本の細事業が位置付けられて

いる。

　また、第６次総合計画・基本計画における分野別施策について、目標年次である平成３０年度ま

での施策展開の基本的方針や重視する取り組みとして、「第５章　豊かな人間性と未来を切り拓く

力をはぐくむ教育の振興」に「生きる力をはぐくむ学校教育の推進」「生涯を通した学習・スポー

ツの振興」「歴史的文化遺産の継承と活用」を掲げている。

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　3 熊本市が進める改革
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　②　行財政改革計画

　本市では、これまでも累次にわたる行財政改革計画に取り組んできたが、社会情勢の変化ととも

に、ますます高度化・多様化する市民ニーズや増大する財政需要に対し、限られた行政資源（人

員・財源等）の中で的確に対応していくためには、今後も行財政運営のさらなる効率化・最適化を

図り、将来にわたり持続可能な行政サービスを提供できる市政運営体制を構築する必要がある。

　そこで、総合計画に掲げる新しいくまもとづくりとそれを支える市政改革の着実な推進を図るた

め、その具体的な取り組みを示す第５次行財政改革計画（計画期間：平成２６～３０年度）を平成

２６年４月に策定した。

　この行財政改革計画における教育分野の主な取り組みとして、以下の４点の見直し等について検

討を行い、順次実施していく。

　　　○　市民サービスの改革と充実

・市立幼稚園の見直し

　市立幼稚園基本計画に基づき、特別支援教育の充実や幼稚園教諭等の資質向上、幼稚園と小学

校の接続の取り組みの推進を柱とする「コア幼稚園」としての機能強化を行う。

・総合ビジネス専門学校の見直し

　現在の教育内容が、時代の変化や地域経済のニーズに対応できるものであるか、民間教育機関

との役割分担が明確になっているかなどについて、公設学校として果たすべき役割を含め、観

光・商工部門と連携を図りながら、今後のあり方について検討する。

○　民間活力等の活用

・図書館サービスの見直し

　住民・利用者の要望や社会の要請に応え、図書館、図書館分館、さらには公民館図書室それぞ

れの役割を踏まえ、基本的な考え方と方向性などを示す図書サービスビジョンを策定し、指定管

理者制度の活用などを含め、住民の自主的な学習活動の場として、地域の実情に即した図書サー

ビスの見直しを図る。

○　公共施設等の最適化

・学校施設長寿命化計画の検討・策定

　老朽化した学校施設の再生整備のあり方について、国の施策の動向を注視しつつ、「熊本市学

校規模適正化基本方針」を踏まえ、効率的・効果的な整備計画を検討・策定する。
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熊本の先哲たちが大切にしてきた「人づくり」への熱き想いを継承するとともに、「徳・知・体」の調和のとれた教育を、「く

まもとの人づくり」と再認識し、本市が目指す人づくりを進めるにあたっては、本市教育の現状と課題とともに、少子高齢化、

核家族化、都市化等の社会環境の変化や、地域におけるつながりの希薄化などの進展を背景とした、家庭や地域社会に

おける教育力の向上が必要となります。 

よって、今後の教育力や教育の質を高めるために、本市では、学校教育や家庭教育はもちろんのこと、地域や企業、

NPO 等が連携し、市民一人ひとりの知識や能力を地域社会に活かしたり、地域社会全体で子どもたちの育ちを支援する

など、人と人との絆を大切にしながら、それぞれの課題に地域社会全体で教育の向上に取り組む「教育都市くまもと」の実

現を目指します。 

市民一人ひとりが、「熊本市」を愛し誇りに思い、未来に夢や希望を抱き、情熱を持って郷土くまもとを担うよう取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学び わくわく くまもとの人づくり 
～徳･知･体の調和のとれた教育都市くまもとを目指して～ 

基本理念 

基本計画 

基本理念を実現するための４つの人づくり 

基本理念の実現を目指し、人づくりを４つの要素で構成した以下の人づくりに取り組みます。この４つの「人づくり」が

機能することで、学びに関わる市民が増え、地域社会に世代を超えた学び合いが生まれます。そのことが、地域社会の

教育力の向上、さらには、教育都市くまもとの実現につながっていくと考えます。 

 

市民一人ひとりが、「知りたい」「体験したい」など、生
涯を通じた学びに興味や関心、意欲を持てるように、
『学びを求める人づくり』に取り組みます。

学びの中で、「深めたい」「向上したい」など、さらなる
学びへの探究心や向上心を抱くように、『学びを深め
る人づくり』に取り組みます。

自分が学んだことを、「伝えたい」、｢活かしたい｣など
（地域社会に還元したい）と考える人を支援する『学
びを活かす人づくり』に取り組みます。

学校や家庭、地域社会等での学びを通して、人と人
とがつながっていくように、『学びでつなぐ人づくり』
に取り組みます。

学びを求める人づくり

学びでつなぐ人づくり

学びを活かす人づくり

学びを深める人づくり

市民一人ひとりが、「知りたい」「体験したい」など、生
涯を通じた学びに興味や関心、意欲を持てるように、
『学びを求める人づくり』に取り組みます。

学びの中で、「深めたい」「向上したい」など、さらなる
学びへの探究心や向上心を抱くように、『学びを深め
る人づくり』に取り組みます。

自分が学んだことを、「伝えたい」、｢活かしたい｣など
（地域社会に還元したい）と考える人を支援する『学
びを活かす人づくり』に取り組みます。

学校や家庭、地域社会等での学びを通して、人と人
とがつながっていくように、『学びでつなぐ人づくり』
に取り組みます。

学びを求める人づくり

学びでつなぐ人づくり

学びを活かす人づくり

学びを深める人づくり

市民一人ひとりが、「知りたい」「体験したい」など、生
涯を通じた学びに興味や関心、意欲を持てるように、
『学びを求める人づくり』に取り組みます。

学びの中で、「深めたい」「向上したい」など、さらなる
学びへの探究心や向上心を抱くように、『学びを深め
る人づくり』に取り組みます。

自分が学んだことを、「伝えたい」、｢活かしたい｣など
（地域社会に還元したい）と考える人を支援する『学
びを活かす人づくり』に取り組みます。

学校や家庭、地域社会等での学びを通して、人と人
とがつながっていくように、『学びでつなぐ人づくり』
に取り組みます。

学びを求める人づくり

学びでつなぐ人づくり

学びを活かす人づくり

学びを深める人づくり

学習成果の活用

市民

学
ぶ

機 会 の 提 供

学ぶ機会の 提供

学習 の果 活用
成

学

会の
機

提供

ぶ

学 習成 果の活用

学習成果の活用

市民

学
ぶ

機 会 の 提 供

学ぶ機会の 提供

学習 の果 活用
成

学

会の
機

提供

ぶ

学 習成 果の活用

４つの人づくり 概 念 図 

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　5 熊本市教育振興基本計画（概要版） <平成23年２月策定・平成26年３月改訂>

−14− −15−



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、本市が策定する教育振興基本計画です。 

本計画の策定にあたっては、国や県の教育振興基本計画を参考にするとともに、本市のまちづくりの指針である、

熊本市総合計画との整合性や連携を図り、平成２５年度に見直しを行いました。 

 

◆教育基本法 

（平成 18年 12月 22日法律第 120号） 

 

（教育振興基本計画） 

第 17条 政府は、教育の振興に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講

ずべき施策その他必要な事項について、基本的

な計画を定め、これを国会に報告するととも

に、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その

地域の実情に応じ、当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計

画を定めるよう努めなければならない。 

 
◆第１期 教育振興基本計画 
  （平成 20年 7月 1日閣議決定） 
 

◆第２期 教育振興基本計画 
（平成 25年 6月 14日閣議決定） 

○計画の期間 

 平成 25 年度～平成 29 年度 

 

○４つの基本的方向性 

「社会を生き抜く力の養成」 

「未来への飛躍を実現する人材の養成」 

「学びのセーフティネットの構築」 

「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」 

 

○計画に示されていること 

 ・我が国における今後の教育の全体像 

 ・今後５年間に実施すべき教育上の方策 

・施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事

項 

 

◆くまもと「夢への架け橋」教育プラン 

（平成 21年 3月策定） 

未来を拓く「くまもとの人」づくり 

～我が国やふるさとを愛し、生涯を通し

て自らの夢とより良い社会の実現に向か

って努力する人づくり～ 

 

熊本県教育振興基本計画

 
○ひびけ！子ども未来プラン 

（次世代育成支援行動計画）（H26終了） 

 ○熊本市男女共同参画基本計画 

 ○健康くまもと21基本計画 

 ○熊本市障がい者プラン    他 

既存プラン

国の教育振興基本計画 熊本市第６次総合計画

基本理念 

基本計画 

施策別計画 

アクションプログラム 

「湧々都市くまもと」 

【まちづくりの重点的取り組み】 

４つのプロジェクト・７つの夢わく 

【分野別施策】 

８つの分野・31 の施策 

基本計画 

事業展開の基本方針(83） 

事業(約 240) 

細事業(約 1,710) 

実施計画 

計画期間：H23～30 

計画期間 

第１期：H23～25 

第２期：H26～28 

関連 

整合 

関連 

整合 

○第２次熊本市生涯スポーツマスタ

ープラン（H24～H33） 

○熊本市生涯学習指針(H21～H30) 参酌 

基本構想 

「学び わくわく くまもとの人づくり」 
～徳・知・体の調和のとれた教育都市くまもとを目指して～ 

反映 

くまもと 

子ども輝きプラン

（H22 終了） 

連携 

熊本市教育振興基本計画実施計画 

４つの人づくり 

○学びを求める人づくり 

○学びを深める人づくり 

○学びを活かす人づくり 

○学びでつなぐ人づくり 

７つのアクション 

熊本市教育振興基本計画 

 参酌

◆第一章　教育行財政
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熊本市教育委員会では、平成２３年２月に熊本市教育振興基本計画を策定し、本市の教育が目指す

基本的な方向と目標を明らかにしました。 

本実施計画は、熊本市教育振興基本計画の実現に向けた施策を、計画的・総合的に実施することを

ねらいとして、策定するものです。 

 

 

熊本市第６次総合計画の目標年次が平成３０年度であるため、「熊本市教育振興基本計画」も平成２

３年度から平成３０年度までとし、平成２５年度に見直しを行いました。 

本実施計画の期間については、第１期を平成２３年度から平成２５年度までの３年間とし、第２期

を平成２６年度から平成２８年度までの３年間として、検証を行い、見直しを図り進めていきます。 

 

 

 

「熊本市教育振興基本計画」の基本理念である「学び わくわく くまもとの人づくり～徳・知・

体の調和のとれた教育都市くまもとを目指して～」の実現を目指し、人間形成の基礎が培われる乳幼

児期から社会人としての基礎的な資質や能力を培う青少年期、複数の役割を持ち心身ともに充実する

成年期、地域社会の重要な担い手となる老年期までの生涯学習全般の事業を本実施計画の対象にして

います。 

 

 

 

本実施計画は、熊本市教育振興基本計画の基本理念を実現するための４つの人づくり（学びを求め

る人づくり、学びを深める人づくり、学びを活かす人づくり、学びでつなぐ人づくり）に取り組むた

めに、市の総合計画の施策体系や市の教育方針との整合性を図りながら、特に３年間で重点的に取り

組む項目としての「アクションプログラム」と「施策別計画」により構成します。 

「施策別計画」は、３つの章、１１の基本方針、２１の主な取り組みで構成し、基本理念の実現に

必要な事業及び細事業を体系的に整理しています。 

１ 計画の目的 

４ 計画の構成 

２ 計画の期間 

３ 計画の対象 
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施策の計画を効果的に進めるためには、施策の達成状況である成果を客観的に検証し、そこで明ら

かになった結果をもとに、計画の改善を図ることが必要です。そのため、施策の成果を評価する具体

的な指標を章・基本方針・事業ごとに「成果指標」として示しています。 

なお、細事業においては、細事業の進捗状況を記録するために実績値を示しています。 

 

 

 

庁内に設置している熊本市教育振興基本計画推進会議において、本実施計画の毎年度の取り組みの

進捗状況や実績などについて点検や評価を行い、検証しながら推進していきます。 

 

 

 

本実施計画の毎年度の取り組みの進捗状況や実績などについて点検や評価を行うため、成果指標の達

成度について、下記のように評価します。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 評価の基準 

Ａ 平成28年度の目標値を既に達成している 

Ｂ 目標に向けて順調に推移している 

Ｃ 基準値は上回るが順調に推移していない 

Ｄ 基準値を下回っている 

５ 成果指標 

６ 計画の進行管理 

７ 評価 

基準値の年度について 
事業の成果指標の基準値は、原則として平成22年度の

実績値としています。 
ただし、熊本市第6次総合計画の成果指標を引用してい

るものについては、熊本市第6次総合計画の基準値の年度

としています。 
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【アクション３】 特別支援教育の充実  

 

特別支援教育推進計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応

えるため、子どもの多様な学びの場を確保するとともに、教員の専門性を高め、指導や支援の充実を図り

ます。 

 

  [行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

教員の専門性の向上 Ⅱ-4-(8) 実施 ⇒ ⇒ 

特別支援学校高等

部、小・中学部の開

設準備 

高等部 

Ⅱ-7-(12) 

造成 造成・建設 建設 

小・中学部 検討 基本設計 実施設計 

市立幼稚園における特別支援教

育の推進（ことばの教室） 
Ⅰ-1-(1) 拡充・実施 実施 ⇒ 

 

 

【アクション４】 いじめ・不登校等への対応  

 

いじめが、いじめられた子どもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、子どもが十

分に理解し、すべての子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、また、学校の内外を問わず、

いじめが行われなくなるように、国、県、市、学校、家庭、地域その他の関係者が連携していじめの問題

を克服することを目指します。 
また、不登校を未然に防止するため、小中連携を推進するとともに、相談体制の充実を図ります。 

 
[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

いじめの防止等の対策の充実 Ⅱ-4-(8) 
基本方針 

の実施 
⇒ ⇒ 

「ネット上のいじめ」への対応 Ⅱ-4-(8) 実施 ⇒ ⇒ 

不登校の未然防止 
Ⅱ-4-(8) 

Ⅱ-8-(14) 
実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【アクション５】 学校支援の充実  

 

教育活動において、支援を要する学校に学級支援員を派遣し学習環境の改善を図るとともに、いじめや

不登校、生徒指導上の諸問題の解決を図るため、学校の支援体制を充実します。 

また、学校支援ボランティアや運動部活動ボランティアなどの地域人材を学校教育活動に活用し、学校・

家庭・地域等が一体となった取り組みを進めます。  

さらに、教職員の児童生徒と向き合う時間確保のため、教職員の負担の軽減に努めます。 

 

[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

SSW、SC 等の充実・活用 Ⅱ-4-(8)  充実 ⇒ ⇒ 

 
 

 

 

 

このプログラムは、平成２６年度から平成２８年度までの３年間で重点的に取り組む項目をアクシ

ョン７として進めているものである。 

 

 

【アクション１】 豊かな心の育成  

 

生命や人権を尊重する心、他者を思いやる心、自然や美しいものに感動する心、正義感や公正さを重ん

じる心など、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むために、自然体験活動や勤労体験学習、道徳教育

の推進に努めます。 

 また、学校・家庭・地域等が一体となって子どもたちを育成するため、子育てに関する情報や、親とし

ての学びを支援する機会を提供します。 

 

[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

道徳教育の推進 Ⅱ-4-(8) 

モデル校で 

実践研究 
検証 推進 

手引書作成 活用 ⇒ 

体験学習の推進 Ⅱ-4-(8) 実施 ⇒ ⇒ 

家庭教育の推進 

Ⅰ-3-(5) 

Ⅱ-4-(8) 

Ⅲ-9-(15) 

検討・順次実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【アクション２】 学力・体力の向上  

 

子どもたちが、学ぶ楽しさ・分かる喜びを実感できるよう、一人ひとりを大切にした授業の確立を図る

とともに、学ぶ意欲を高め、確かな学力の向上に努めます。 

また、生涯に渡って健康で豊かな生活を送るため、子どもの健康増進と体力向上を推進します。 

 

  [行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

日本語力の向上 Ⅱ-5-(9) 検討 実施 ⇒ 

小中一貫教育の推進 Ⅱ-5-(9) 検討 実施 ⇒ 

ＩＣＴを活用したわかる授業の

促進 
Ⅱ-5-(9) 実施・検証 ⇒ ⇒ 

学力向上の実践研究 Ⅱ-5-(9) 
モデル校で 

実践研究 

検証 

モデル校で 

実践研究 

検証 

体力向上のための取り組みの

充実 
Ⅱ-6-(11)

推進委員会設置

モデル校で実施
⇒ 検証 

アクションプログラム 
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【アクション３】 特別支援教育の充実  

 

特別支援教育推進計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応

えるため、子どもの多様な学びの場を確保するとともに、教員の専門性を高め、指導や支援の充実を図り

ます。 

 

  [行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

教員の専門性の向上 Ⅱ-4-(8) 実施 ⇒ ⇒ 

特別支援学校高等

部、小・中学部の開

設準備 

高等部 

Ⅱ-7-(12) 

造成 造成・建設 建設 

小・中学部 検討 基本設計 実施設計 

市立幼稚園における特別支援教

育の推進（ことばの教室） 
Ⅰ-1-(1) 拡充・実施 実施 ⇒ 

 

 

【アクション４】 いじめ・不登校等への対応  

 

いじめが、いじめられた子どもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、子どもが十

分に理解し、すべての子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、また、学校の内外を問わず、

いじめが行われなくなるように、国、県、市、学校、家庭、地域その他の関係者が連携していじめの問題

を克服することを目指します。 
また、不登校を未然に防止するため、小中連携を推進するとともに、相談体制の充実を図ります。 

 
[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

いじめの防止等の対策の充実 Ⅱ-4-(8) 
基本方針 

の実施 
⇒ ⇒ 

「ネット上のいじめ」への対応 Ⅱ-4-(8) 実施 ⇒ ⇒ 

不登校の未然防止 
Ⅱ-4-(8) 

Ⅱ-8-(14) 
実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【アクション５】 学校支援の充実  

 

教育活動において、支援を要する学校に学級支援員を派遣し学習環境の改善を図るとともに、いじめや

不登校、生徒指導上の諸問題の解決を図るため、学校の支援体制を充実します。 

また、学校支援ボランティアや運動部活動ボランティアなどの地域人材を学校教育活動に活用し、学校・

家庭・地域等が一体となった取り組みを進めます。  

さらに、教職員の児童生徒と向き合う時間確保のため、教職員の負担の軽減に努めます。 

 

[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

SSW、SC 等の充実・活用 Ⅱ-4-(8)  充実 ⇒ ⇒ 
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学級支援員の充実 Ⅱ-4-(8) 適切な配置 ⇒ ⇒ 

地域人材の活用 
Ⅱ-5-(9)  

Ⅱ-8-(14) 
拡充 ⇒ ⇒ 

教職員の負担軽減 ― 検討・順次実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【アクション６】 教職員の育成  

 

「教育都市くまもとの教職員像」の実現に向け、本市の教育に必要な資質・能力を備えた人材を育成す

るために、校内研修やキャリアステージに応じた研修の充実に取り組みます。 

 

[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

若手教員の育成 Ⅱ-5-(10) 実施 ⇒ ⇒ 

校長、教頭のマネジメント力の向上 Ⅱ-5-(10) 実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【アクション７】 図書館・博物館の充実  

 

市民に利用しやすい図書館を実現するため、本館、分館、公民館図書室のあり方を検討し、ニーズに応

じた図書館サービスの拡充・強化を図ります。 

また、博物館が有する価値ある資料及び学芸員の専門的な知識を、学校現場における学習活動に活用す

ることで、子どもたちの感受性や学習意欲を高めます。 

 

[行程表] 

取組 体系 H26 H27 H28 

図書館サービスの拡充 Ⅲ-9-(16) 方針決定 実施 ⇒ 

博物館による学校教育支援 Ⅲ-9-(16) モデル校で実施
モデル校で実施 

検証 実施 
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実施計画体系図 

】　み　組　り　取　な　主　【】　針　方　本　基　【

(17) 青少年の体験・交流活動の推進

(16) 公民館・図書館・博物館の機能充実

(8) 豊かな心をはぐくむ教育の推進

(11) 健康づくりの推進

(15) 市民のニーズに対応する学習の充実

(21) 文化財の保全・活用

(19) スポーツ施設の活用

(18) 地域スポーツ機会の充実

(20) 文化の振興

６．健やかな体の育成

８．学校・家庭・地域社会の連携の推進

３．家庭教育の環境整備

(5) 家庭教育の充実

(10) 教職員の指導力の向上

(9) 学ぶ楽しさや分かる喜びのある教育の推進

１１．文化の振興と文化財の保全・活用

９．学習活動の充実と支援

(12) 学習施設の整備

(13) 子どもたちの安全・安心の確保

(14) 家庭や地域社会の学校教育活動への参画・支援

１．幼児教育の充実

５．確かな学力の向上

(2) 私立幼稚園への支援

７．教育環境の整備

１０．生涯スポーツの振興

４．豊かな人間性の育成

(6) 社会的・経済的負担の軽減

(3) 子どもたちの活動支援

(4) 子どもに関する相談体制の充実

【　章　】

(7) 地域における子育て支援の充実

(1) 市立幼稚園の充実

２．子どもたちの成長支援

学
び

わ
く
わ
く

く
ま
も
と
の
人
づ
く
り

徳
･
知
･
体
の
調
和
の
と
れ
た
教
育
都
市
く
ま
も
と
を
目
指
し
て

Ⅰ.乳幼児期における教育の推進

Ⅲ.市民の生涯を通した学習の推進

Ⅱ.生きる力をはぐくむ学校教育の推進

基本理念

学
び
を
求
め
る
人
づ
く
り

学
び
を
深
め
る
人
づ
く
り

学
び
を
活
か
す
人
づ
く
り

学
び
で
つ
な
ぐ
人
づ
く
り

(１)(４) (３) (２)
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（ 主 な 取 り 組 み ） （ 事 業 名 ） （ 細 事 業 名 ） （ 課 名 ） （ 事 業 費 ）

平成27年度

当初予算額

409,3課導指費経業事イラトスイナ

848,3課導指業事習学験体労勤

002,9課導指成助体団種各

713,61課導指費経ーナミセコエもどこ

824課導指費経育教児幼

子ども議会関係経費 人権教育指導室 314

感性をみがく教育の推進経費（芸術） 指導課 1,010

042,2課導指業事援支合総育教徳道

000,1ータンセ育教】規新【費経育教ルラモ報情

887,42課援支合総費経策対校登不・めじい

いじめ防止対策推進法関連経費 総合支援課 4,200

899,23課援支合総費経等談相育教

スクールソーシャルワーカー配置事業 総合支援課 23,667

スクールカウンセラー設置事業 総合支援課 22,290

学校非公式サイト等パトロール事業 総合支援課 1,783

課援支合総費経遣派員援支級学 198,108

笑顔いきいき特別支援教育推進事業 総合支援課 2,490

特別支援教育担当者スキルアップ派遣事業 総合支援課 1,660

555課援支合総費経備整機降昇段階・小

173課援支合総費経備整機降昇段階・中

小・特別支援教育関係経費（経常） 総合支援課 2,585

中・特別支援教育関係経費（経常） 総合支援課 1,879

小・特別支援教育関係経費（政策） 総合支援課 3,900

中・特別支援教育関係経費（政策） 総合支援課 1,900

各種団体助成（特別支援教育関連） 総合支援課 661

人権教育関係経費 人権教育指導室 6,526

子どもフォーラム開催経費 人権教育指導室 384

人権教育関係経費（政策）【新規】 人権教育指導室 600

367,1課導指費経係関級学数人少

008,01課導指費経催開」室教トーノび学「

就職支援キャリアアドバイザー経費 指導課 2,282

139課導指費経政行導指育教

542,2課導指費経進推間時の習学な的合総

828,3課導指費経策対上向力学

004,2課務学費経討検化正適模規校学

99課導指費経係関育教貫一中小

課務学】規新【費経訂改書科教 299,000

006課務学】規新【費経上向力語本日

292,1館由必費経実充容内科教

003,1台原千費経実充容内科教

479,3課員職教費経遣派師講勤常非和緩式複

中学校教頭教科非常勤講師派遣経費 教職員課 30,900

811,1課導指   費経務事定選書図用科教

065,52ータンセ育教費経営運理管ータンセ育教

（富合町）小中一貫教育補助教員雇用経費 教職員課 3,161

免許外教科担当解消等非常勤講師配置事業   教職員課 1,951

初任者研修代替非常勤講師配置事業     教職員課 15,044

課務学費経実充館書図校学 165,783

学校図書館支援センター推進事業 図書館 11,008

課務学費経助援学就 776,000

000,33課援支合総費経励奨学就

区域外就学解消及び遠距離通学関係経費 学務課 2,538

09課援支合総費経援支別特行旅学修

※奨学金貸付事業（特別会計）　 学務課 173,650

課導指費経致招者導指語英 147,364

691,2課導指費経係関育教際国

ブラッシュアップイングリッシュ事業 指導課 6,600

720,2館由必費経流交生学留校高

720,2台原千費経流交生学留校高

地域教育情報ネットワーク経費 教育センター 176,575

058課策政育教】規新【業事実充境環ＴＣＩ

課務学費経備整ＮＡＬ内校・小 100,000

中・校内ＬＡＮ整備経費【新規】 学務課 80,000

実施計画体系図に基づく教育委員会関連事業の位置づけ（色付けの事業は実施計画へ位置づけている事業）

（ 基 本 方 針 ）

第
Ⅰ
章
　
乳
幼
児
期
に
お
け
る
教
育
の
推
進

基本方針1　幼児教育の充実 （1）市立幼稚園の充実

（2）私立幼稚園への支援

基本方針2　子どもたちの成長支援 （3）子どもたちの活動支援

（4）子どもに関する相談体制の充実

基本方針3　家庭教育の環境整備 （5）家庭教育の充実

（6）社会的・経済的負担の軽減

（7）地域における子育て支援の充実

第
Ⅱ
章
　
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
学
校
教
育
の
推
進

基本方針4　豊かな人間性の育成 （8）豊かな心をはぐくむ教育の推進

心の教育推進事業

教育相談等事業

特別支援教育事業

基本方針５　確かな学力の向上
（9）学ぶ楽しさや分かる喜びのある
　　　　　　教育の推進

教育内容充実事業

学校図書館充実事業

就学支援事業

人権教育推進事業

国際教育事業

情報教育事業
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（ 主 な 取 り 組 み ） （ 事 業 名 ） （ 細 事 業 名 ） （ 課 名 ） （ 事 業 費 ）

実施計画体系図に基づく教育委員会関連事業の位置づけ（色付けの事業は実施計画へ位置づけている事業）

（ 基 本 方 針 ）

377,8課導指費経修研員職教

795,1ータンセ育教費経修研員職教

教職員の資質・指導力向上経費 指導課 2,890

959,31課導指業事遣派員援支上向力業授

教職員資質向上経費（教師塾） 教育センター 1,770

877,2課育教康健費経修研員職教連関育教康健

管理職リーダーシップ向上経費 教育センター 1,000

性に関する指導・薬物乱用防止教育推進経費 健康教育課 904

子どもの健康づくり・体力向上推進経費 健康教育課 10,785

497,6課育教康健費経政行育体健保

754,33課育教康健成助体団種各

課育教康健費経営運理管健保 395,463

023,62課育教康健費経係関放開ループ業休季夏

476,1課育教康健業事進推育食・食給校学

課育教康健費経理管食給・小 380,467

課育教康健費経理管場理調同共 210,365

798,1課育教康健費経理管食給・幼

843,8課育教康健費経理管食給・中

000,8課育教康健費経策対善改生衛食給・中

共同調理場調理等業務委託経費 健康教育課 378,090

007,65課育教康健費経入購同共資物食給校学

034,91課育教康健費経備整境環事食

348,8課育教康健費経係関実充食給校学

小学校給食調理等業務委託経費【新規】 健康教育課 157,978

課設施費経備整設施育教務義・小 788,556

課設施費経備整設施育教務義・中 221,724

龍田小学校分離新設校建設事業 施設課 1,646,000

特別支援学校建設事業（高等部） 施設課 1,002,000

特別支援学校建設事業（小・中学部） 施設課 54,548

小・施設耐震化事業（体育館天井落下防止対策経費） 施設課 236,700

中・施設耐震化事業（体育館天井落下防止対策経費） 施設課 327,900

高・施設耐震化事業（体育館天井落下防止対策経費） 施設課 23,500

中学校空調設備整備経費【新規】 施設課 55,000

000,2課設施費経備整ループ泳水・小

000,38課設施費経備整ループ泳水・中

必由館高校扇田グラウンド関連経費【新規】 施設課 120,000

000,93課設施】規新【費経備整設施・修専

000,59課務学】規新【費経連関校設新

005,17課育教康健費経持維備整設施室食給・小

課育教康健費経備整設施場理調同共・中 288,237

小・給食室施設整備経費【新規】 健康教育課 12,400

857,4館書図費経業事書図

243館書図費経業事書図）町木植（

002,57館書図費経実充料資

658,4館書図費経進推動活書読もど子

（植木町）子ども読書活動推進経費 図書館 287

194,03館書図費経理管設施

394,07館書図費経係関ムテスシ理管書図

800,01館書図費経託委務業送搬書図

480,98館書図費経備整書図館書図報情

365,73館書図費経上向スビーサ館書図

005,4館書図費経備整設施館書図

452,16館書図量理管定指館書図南城

とみあい図書館一般管理経費【新規】 図書館 7,675

プラネタリウム整備経費（経常） 博物館 7,003

000,1館物博費経りくづのも・学科もど子

博物館展示整備経費       博物館 974,000

004館物博業事援支育教校学

044館物博費経催開展別特

038,4館物博）芸学（費経備整設施館物博

博物館情報システム開発等経費 博物館 2,010

051,91館物博費経理管般一館物博

680,11館物博費経理管館料資俗民史歴原塚

（10）教職員の指導力の向上

教職員研修事業

基本方針６　健やかな体の育成 （11）健康づくりの推進

健康づくり推進事業

基本方針8　学校・家庭・地域社会
の連携の推進

（14）家庭や地域社会の学校教育活動へ
の参画・支援 課務学費経進推携連域地・校学業事携連域地・校学

基本方針７　教育環境の整備 （12）学習施設の整備

学校施設整備事業

（1３）子どもたちの安全・安心の確保

博物館管理運営事業

（17）青少年の体験・交流活動の推進

課育教康健費経進推全安校学

学校給食施設整備事業

学校安全推進事業

第
Ⅲ
章
　
市
民
の
生
涯
を
通
し
た
学
習
の
推
進

基本方針9　学習活動の充実と支援 （15）市民のニーズに対応する学習の充実

（16）公民館・図書館・博物館の機能充実

図書館管理運営事業

22,277

2,268

基本方針10　生涯スポーツの振興 （18）地域スポーツ機会の充実

（19）スポーツ施設の活用

業事実充食給校学

◆第一章　教育行財政
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７ 教育都市くまもとの教職員像 

 

～人間的な魅力にあふれ、夢と情熱をもって 

「くまもとの人づくり」をリードする教職員～ 

 

 

１ いつの時代も求められる資質や能力 

(1)豊かな人間性をもち、人権感覚にすぐれた教職員 

(2)教育者としての強い使命感と誇り、高い倫理観をもった教職員 

(3)教育的愛情をもち、子どもたちから信頼される教職員 

(4)幅広い教養と専門的な知識に基づく実践的指導力をもった教職員 

 

 

２ 今、時代が特に求める資質や能力 

(1)広い視野をもち、社会の変化に対応して課題を解決できる教職員 

(2)社会性と高いコミュニケーション能力をもった教職員 

(3)組織の一員として責任感をもち、互いに高めあい協働する教職員 

(4)熊本を愛し、保護者や地域の人々に信頼される教職員 

教育都市くまもとの教職員像 

（ 主 な 取 り 組 み ） （ 事 業 名 ） （ 細 事 業 名 ） （ 課 名 ） （ 事 業 費 ）

実施計画体系図に基づく教育委員会関連事業の位置づけ（色付けの事業は実施計画へ位置づけている事業）

（ 基 本 方 針 ）

小・一般管理経費（小規模補修） 施設課 115,066

中・一般管理経費（小規模補修） 施設課 52,940

高・一般管理経費（小規模補修） 施設課 12,803

幼・一般管理経費（小規模補修） 施設課 3,707

専・一般管理経費（小規模補修） 施設課 4,131

課設施費経修補持維・小 129,700

004,54課設施費経修補持維・中

003,01課設施費経修補持維・高

004,7課設施費経修補持維・幼

001,4課設施費経修補持維・専

課設施　費経備整設施・小 194,000

中・施設整備経費　　　　　　　 施設課 77,500

006,02課設施費経備整地校・小

007,55課設施費経備整地校・中

006,78課設施費経修改壁外舎校・小

002,93課設施費経修改壁外舎校・中

005,01課設施費経備整境環内校・小

005,9課設施費経備整境環内校・中

418,41課設施費経修改育教援支別特・小

704,7課設施費経修改育教援支別特・中

357,2課務学費経策対全安校学・小

,1課務学費経理管般一・小 388,076

課務学費経理管般一・中 687,539

05課務学費経理管般一校高

911,52課務学費経理管般一・修専

080,73館由必費経理管般一・高

932,71台原千費経理管般一・高

966,6館由必費経理管設施・高

543,4台原千費経理管設施・高

576,54館由必費経理管科教・高

601,83台原千費経理管科教・高

961課務学費経新更器火消格規旧・小

552課務学費経新更器火消格規旧・中

776,1課策政育教費経成助体団係関育教会社

課策政育教費経政行務総育教 204,022

006,4課策政育教）策政（費経政行務総育教

590,1課策政育教費経修研員職

庁用備品購入経費                                            教育政策課 200

623,02課策政育教業事備整境環校学

878,13課務学成助学私

028,51課務学費経成育動活部校学等高立私

080,1課務学成助体団

076,16課務学金出繰計会業事付貸金学奨

896,1課務学   費経務事金援支学就校高

580,46他　課務学かほ費経理管般一

県費負担教職員人事管理経費                教職員課 28,534

県費負担教職員給与負担等の権限委譲に係る経費 教職員課 177,600

教育職員免許法認定講習事業                              教職員課 742

教職員の健康管理対策事業                                教職員課 659

五福小プール管理経費・利活用推進事業 五福まちづくり交流室 6,842

平成27年度

事　業　費　　　　　　　（Ａ）　※（Ｅ）含む 13,861,004

158,026）Ｂ（）等費経理管（他　の　そ

（Ａ）＋（Ｂ）-（E）＝（経常+政策の合計） 14,308,205

367,979,5）C（　　　　　　　費　件　人

816,164,02）D（＝）Ｃ（＋）Ｂ（＋）Ａ（

056,371）E（）計会別特（計会業事付貸金学奨

869,782,02額総計会般一 ＝）E（-）D（

基本方針11　文化の振興と文化財の保全・活用 （20）文化の振興

（21）文化財の保全・活用

その他の細事業

その他（管理経費等）
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７ 教育都市くまもとの教職員像 

 

～人間的な魅力にあふれ、夢と情熱をもって 

「くまもとの人づくり」をリードする教職員～ 

 

 

１ いつの時代も求められる資質や能力 

(1)豊かな人間性をもち、人権感覚にすぐれた教職員 

(2)教育者としての強い使命感と誇り、高い倫理観をもった教職員 

(3)教育的愛情をもち、子どもたちから信頼される教職員 

(4)幅広い教養と専門的な知識に基づく実践的指導力をもった教職員 

 

 

２ 今、時代が特に求める資質や能力 

(1)広い視野をもち、社会の変化に対応して課題を解決できる教職員 

(2)社会性と高いコミュニケーション能力をもった教職員 

(3)組織の一員として責任感をもち、互いに高めあい協働する教職員 

(4)熊本を愛し、保護者や地域の人々に信頼される教職員 

教育都市くまもとの教職員像 

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　7 教育都市くまもとの教職員像

◆第一章　教育行財政
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16

19

（　 は教育機関 ）

教

育

委

員

会

事

務

局

市 立 図 書 館

委

員

５

名

教

育

長

含

む

教 育 セ ン タ ー

企画班
図書資料管理班

熊 本 博 物 館 管理班
学芸班

とみあい図書館（かい）
（※補助執行）

植木図書館（かい） 総合サービス班

管理班

小学校94校 中学校42校　高等学校2校　専修学校１校

幼稚園8園（※補助執行）

体育・安全班
学校給食共同調理場１５場（かい）

研修研究班

総務班

給食管理班
給食施設班

人 権 教 育 指 導 室

教育振興班
教育評価班
高校教育班
管理班

健 康 教 育 課 保健班

土木班
設備班

指 導 課 教育課程班

特別支援教育室（かい）
管理班

制度班

学校経理班

施 設 課 管理班

教 職 員 課 人事班
任用班

計画班
建築班

（※補助執行）

学 務 課 管理班
学務班

給与班

総 合 支 援 課 学校サポート班
教育相談室（かい）

企画班
公民館 19館

調整班
（※補助執行）

金峰山少年自然の家（かい）

８　組織及び事務分掌

（１） 熊本市教育委員会組織

教 育 政 策 課 総務班

平成２７年５月１日現在
（１）　熊本市教育委員会組織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年５月１日現在

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　8 組織及び事務分掌

−26− −27−



(1) 事務局内事務及び関係教育機関との連絡調整に関すること。

(2) 教育委員会会議に関すること。

(3) 教育行政に係る総合的企画及び調整に関すること。

(4) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(5) 教育予算の総括調整に関すること。

(6) 組織管理及び事務管理に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 文書の管理に関すること。

(9) 市費負担職員(教育職員を除く。)の人事及び給与に関すること。

(10)市費負担職員(教育職員及び学校給食に従事する職員を除く。)の研修に関すること。

(11)市費負担職員(教育職員を除く。)の服務に関すること。

(12)国際交流の調整に関すること。

(13)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(14)調査、統計に関すること。

(15)社会教育及び文化財保護の総括調整に関すること。

(16)ユネスコに関すること。

(1) 学校（幼稚園を含む。以下同じ。）の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校の学級編制に関すること。

(3) 児童生徒の就学及び通学区域に関すること。

(4) 学校の用に供する物品の調達に関すること。

(5) 統計調査に関すること。

(1) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校施設の営繕保全の計画及びその実施に関すること。

(3) 学校施設台帳に関すること。

(4) 用地に関すること。

(1) 学校経営の管理に関すること。

(2) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の任免その他の人事及び服務に関すること。

(3) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の分限及び懲戒に関すること。

(4) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の給与に関すること。

(5) 教職員研修の総括調整に関すること。

(1) 障がいのある児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 学校の生徒指導に関すること。

(3) 教職員及び児童生徒の指導・支援に関すること。

(4) 教育相談室に関すること。

(5) 特別支援教育室に関すること。

(1) 学校教育に係る相談及び支援に関すること。

(1) 障がいのある児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 特別支援教育の専門的事項の指導に関すること。

(3) 特別支援教育に係わる教職員等の研修に関すること。

(4) 特別支援学校に関すること。

(1) 学校の学習指導及び進路指導に関すること。

(2) 学校の教育課程並びに教育図書及び教材の採択に関すること。

(3) 教育評価に係る指導に関すること。

(4) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の研修に関すること。

(5) その他学校教育の指導に関すること。

(1) 学校保健及び学校安全に関すること。

(2) 学校体育及び食育の指導に関すること。

(3) 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。

(4) 学校給食の実施に関すること。

(5) 学校給食の施設及び諸設備の管理に関すること。

(6) 学校給食に従事する職員の研修に関すること。

(7) 学校給食共同調理場に関すること。

(8) 学校保健及び学校給食の諸団体に関すること。

（２）事務分掌

指導課

健康教育課

教育政策課

施設課

総合支援課

学務課

教育相談室
（かい）

■　教育委員会事務局

教職員課

特別支援教育
室

（かい）

（２）　事務分掌   

①　教育委員会事務局
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(1) 人権教育に関する基本的な指導計画の立案及び調整に関すること。

(2) 人権教育に関する研究、指導及び助言に関すること。

(3) 人権教育に関する教材、資料の収集及び研究に関すること。

(4) 同和問題に係る教育施策に関すること。

(5) その他人権教育に関すること。

(1) 学校教育及び社会教育に係る調査研究に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育関係者の研修に関すること。

(3) 学校教育及び社会教育に係る研究資料、図書、視聴覚機器等の収集整備及び活用に関すること。

(4) 教職員研修の企画及び実施に関すること。

(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、刊行物その他必要な資料の収集、整理、保存及び廃棄

に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

(3) 図書館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 移動図書館に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 分館及びくまもと森都心プラザの図書館に関すること。

(7) 学校その他の教育機関との連携に関すること。

(8) 図書館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(9) 図書館の設置及び廃止に関すること。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 博物館資料の調査研究に関すること。

(3) 博物館資料に関する研究報告その他の資料の作成及び頒布に関すること。

(4) 学校その他社会教育機関等の行う教育、研究等の支援に関すること。

(5) 博物館事業の企画及び実施に関すること。

(6) 博物館協議会に関すること。

(7) 分館及び塚原歴史民俗資料館に関すること。

(8) 博物館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(9) 博物館の設置及び廃止に関すること。

(1) 生涯学習支援に関すること。

(2) 公民館の管理及び運営に関すること。

(3) 公民館の使用許可に関すること。

(4) 公民館の事業の企画及び実施に関すること。

(5) 地域公民館との連絡調整に関すること。

(6) 五福小学校プールの管理及び運営に関すること（五福公民館に限る。）。

(1) 金峰山少年自然の家の管理及び運営に関すること。

(2) 金峰山少年自然の家の使用許可に関すること。

(3) 金峰山少年自然の家の事業の企画及び実施に関すること。

(1) 教育委員会の指定する学校において実施される学校給食の調理及び輸送等に関すること。

(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、刊行物その他必要な資料の収集、整理、保存及び廃棄

に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

(3) 図書館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 移動図書館に関すること。

(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、刊行物その他必要な資料の収集、整理、保存及び廃棄

に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

(3) 図書館事業の企画及び実施に関すること。

　教育センター

市立図書館

熊本博物館

植木図書館

学校給食
共同調理場

とみあい図書
館

【補助執行】

■　教育機関（かい相当）

公民館
【補助執行】

金峰山少年
自然の家

【補助執行】

人権教育
指 導 室

■　教育機関（課相当）②　教育機関（課相当）

③　教育機関（かい相当）	
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９　職員数
【総計】

教

諭

教

員

　
定
　
数
　
管
　
理
　
外
　

主

任

主

事

主

任

技

師

社

会

教

育

主

事

学

校

主

事

主

事

・

技

師

給

食

技

師

3362811111231171 2 2 19

444 4

3211229110222

664433111151 6111

30 1 1 7 1 6 10 2 8 12 2 10 43314

25 1 1 2 2 4 3 1 11 2 5 4 7 7 6211

2231411131101 10

314115 611

1151611119 9

333 3

229111141511202 20

88414921302 20

13411116 6

1 1 1 1

227711211231 13

55617441171 9122

11112 2

16 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 8 1 7 16

742214521730104062023483518118025143864144811532

853364219422112111185

9311103113311211111193

01115117111101

9211212131414172

5129187282113951442192881

38 835283312115

1111991101

004919203145151014112219317414191493126422422073

605 1 1 8 4 4 16 8 8 38 3 5 22 8 164 17 39 43 20 2 39 4 251 44 11 3 7 47 139 122 11 4 101 5 1 5 4 1 42 7 4 1 9 2 19 647

※　教育政策課の市長部局出向者（再任用職員１名を含む）は、公民館１９、金峰山２、生涯学習推進課１、スポーツ振興課１

平成２７年４月１日現在

【定数管理上の職員】 【定数管理外の職員】

所　　　　　　　属

人

員

定

数

管

理

上

局長級 次 長 級 課  長  級 主　　幹　　級 職般一員職育教員    職    育    教級　　　　査　　　　主 一   般   職 人

員

計

短

時

間

再

任

用

含

む

教

育

長

総

括

審

議

員

次

長

・

館

長

首

席

審

議

員

課

長

・

室

長

・

所

長

・

事

務

長

副

所

長

副

課

長

・

教

育

審

議

員

室

長

・

場

長

・

館

長

・

事

務

長

課

長

補

佐

・

館

長

補

佐

・

所

長

補

佐

主

幹

等

主

任

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

主

査

参

事

等

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

主

任

学

校

主

事

主

任

給

食

調

理

員

主

任

主

事

・

主

事

主

事

補

主

任

技

師

・

技

師

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

学

校

主

事

・

副

主

任

学

校

主

事

補

給

食

技

師

・

副

主

任

給

食

技

師

補

技

 
 

師

 
 

 
業

 
 

務

 

校

長

・

園

長

教

頭

教

 
諭

教

員

実

習

助

手

（再任用） （短時間再任用）

教 育 政 策 課

※ 特 別 支 援 学 校 派 遣

※ 市 長 部 局 出 向 者

学 務 課

施 設 課

教 職 員 課

総 合 支 援 課

（ 教 育 相 談 室 ）

※ 青 少 年 育 成 課 ・ 児 童 相 談 所 出 向 者

指 導 課

健 康 教 育 課

人 権 教 育 指 導 室

（ 特 別 支 援 教 育 室 ）

※ ふ れ あ い 文 化 セ ン タ ー 出 向 者

教 育 セ ン タ ー

市 立 図 書 館

（ 植 木 図 書 館 ）

熊 本 博 物 館

事務局・教育機関小計

共 同 調 理 場 （ 15 場 ）

学校施設小計

教育委員会合計

必 由 館 高 校

千 原 台 高 校

総 合 ビ ジ ネ ス 専 門 学 校

中 学 校 （ 42 校 ）

小 学 校 （ 94 校 ）

幼 稚 園 （ 8 園 ）
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９　職員数
【総計】

教

諭

教

員

　
定
　
数
　
管
　
理
　
外
　

主

任

主

事

主

任

技

師

社

会

教

育

主

事

学

校

主

事

主

事

・

技

師

給

食

技

師

3362811111231171 2 2 19

444 4

3211229110222

664433111151 6111

30 1 1 7 1 6 10 2 8 12 2 10 43314

25 1 1 2 2 4 3 1 11 2 5 4 7 7 6211

2231411131101 10

314115 611

1151611119 9

333 3

229111141511202 20

88414921302 20

13411116 6

1 1 1 1

227711211231 13

55617441171 9122

11112 2

16 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 8 1 7 16

742214521730104062023483518118025143864144811532

853364219422112111185

9311103113311211111193

01115117111101

9211212131414172

5129187282113951442192881

38 835283312115

1111991101

004919203145151014112219317414191493126422422073

605 1 1 8 4 4 16 8 8 38 3 5 22 8 164 17 39 43 20 2 39 4 251 44 11 3 7 47 139 122 11 4 101 5 1 5 4 1 42 7 4 1 9 2 19 647

※　教育政策課の市長部局出向者（再任用職員１名を含む）は、公民館１９、金峰山２、生涯学習推進課１、スポーツ振興課１

平成２７年４月１日現在

【定数管理上の職員】 【定数管理外の職員】

所　　　　　　　属

人

員

定

数

管

理

上

局長級 次 長 級 課  長  級 主　　幹　　級 職般一員職育教員    職    育    教級　　　　査　　　　主 一   般   職 人

員

計

短

時

間

再

任

用

含

む

教

育

長

総

括

審

議

員

次

長

・

館

長

首

席

審

議

員

課

長

・

室

長

・

所

長

・

事

務

長

副

所

長

副

課

長

・

教

育

審

議

員

室

長

・

場

長

・

館

長

・

事

務

長

課

長

補

佐

・

館

長

補

佐

・

所

長

補

佐

主

幹

等

主

任

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

主

査

参

事

等

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

主

任

学

校

主

事

主

任

給

食

調

理

員

主

任

主

事

・

主

事

主

事

補

主

任

技

師

・

技

師

指

導

主

事

社

会

教

育

主

事

学

芸

員

学

校

主

事

・

副

主

任

学

校

主

事

補

給

食

技

師

・

副

主

任

給

食

技

師

補

技

 
 

師

 
 

 
業

 
 

務

 

校

長

・

園

長

教

頭

教

 
諭

教

員

実

習

助

手

（再任用） （短時間再任用）

教 育 政 策 課

※ 特 別 支 援 学 校 派 遣

※ 市 長 部 局 出 向 者

学 務 課

施 設 課

教 職 員 課

総 合 支 援 課

（ 教 育 相 談 室 ）

※ 青 少 年 育 成 課 ・ 児 童 相 談 所 出 向 者

指 導 課

健 康 教 育 課

人 権 教 育 指 導 室

（ 特 別 支 援 教 育 室 ）

※ ふ れ あ い 文 化 セ ン タ ー 出 向 者

教 育 セ ン タ ー

市 立 図 書 館

（ 植 木 図 書 館 ）

熊 本 博 物 館

事務局・教育機関小計

共 同 調 理 場 （ 15 場 ）

学校施設小計

教育委員会合計

必 由 館 高 校

千 原 台 高 校

総 合 ビ ジ ネ ス 専 門 学 校

中 学 校 （ 42 校 ）

小 学 校 （ 94 校 ）

幼 稚 園 （ 8 園 ）
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１０　教育財政

　(1)　一般会計当初予算

 ア　平成２６年度一般会計当初予算　

（単位：千円、％）

款 当初予算額 構成比

議 会 費 1,216,184 0.4

総 務 費 28,476,519 9.6

民 生 費 124,302,581 42.0

衛 生 費 19,954,000 6.8

農 林 水 産 業 費 5,825,848 2.0

商 工 費 4,508,601 1.5

土 木 費 42,485,833 14.4

消 防 費 9,576,143 3.2

教 育 費 27,268,971 9.2

公 債 費 31,499,120 10.6

諸 支 出 金 976,200 0.3

予 備 費 120,000 0.0

歳 出 合 計 296,210,000 100.0

 イ　一般会計当初予算の推移

民生費

42.0%

土木費

14.4%

公債費

10.6%

総務費

9.6%

教育費

9.2%

衛生費

6.8%

消防費

3.2%

農林水産業費

2.0%

商工費

1.5%

議会費

0.4% 諸支出金

0.3%

予備費

0.0%

207,823 207,862 
219,708 

253,887 

270,428 
275,870 

285,420 288,910 
296,210 

22,605 22,102 22,878 22,616 24,057 24,671 25,101 26,239 27,269 

10.9 10.6 10.4

8.9 8.9 8.9 8.8 9.1 9.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

19 20 21 22 23 24 25 26 27

（％）（百万円）

（年度）

一般会計 教育費 教育費構成比

（１）　一般会計当初予算 

 

　①　平成２７年度一般会計当初予算

　②　一般会計当初予算の推移

22,000

20,000

24,000

26,000

28,000

30,000

（百万円）

（年度） 19 20 21 22 23 24 25 26 27

　(2)　教育費当初予算

 ア　平成２７年度教育費当初予算

 イ　教育費当初予算の推移

22,605 
22,102 

22,878 
22,616 

24,057 

24,671 
25,101 

26,239 

27,269 

性質

目的

教 育総 務費
4,647,145 2,520,936 895,083 10,197 0 102,711 146,821 909,727 61,670 17.1%

小 学 校 費
8,362,922 2,040,729 2,326,599 250,806 426,000 39,118 1,548,246 1,731,424 30.7%

中 学 校 費
3,660,977 512,552 1,390,253 101,475 383,000 20,529 512,211 740,957 13.4%

高 等学 校費
1,335,144 1,019,797 150,079 13,111 0 8,657 0 143,500 4.9%

幼 稚 園 費
1,285,055 427,474 29,279 1,962 792,000 34,340 0 0 4.7%

専 修学 校費
192,122 119,491 29,096 4,218 0 317 0 39,000 0.7%

社 会教 育費
3,801,004 1,046,824 1,329,687 23,546 0 36,544 1,119,194 245,209 13.9%

保 健体 育費
2,812,311 580,806 1,209,651 11,073 0 343,881 348,505 288,395 30,000 10.3%

美 術 館 費
399,313 50 341,096 0 0 51,435 0 6,700 32 1.5%

熊 本 城 費 772,978 279,380 440,794 9,051 0 1,118 0 41,820 815 2.8%

計 27,268,971 8,548,039 8,141,617 425,439 1,601,000 638,650 3,674,977 4,146,732 92,517

構 成 比 100.0% 31.3% 29.9% 1.6% 5.9% 2.3% 13.5% 15.2% 0.3% 100.0%

補 助 費 等
補 助 単 独

（単位：千円）

そ の 他 構 成 比歳 出 予 算 人 件 費 物 件 費
普 通 建 設 事 業

維持補修費 扶 助 費

0

0

0

0

0

0
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22,000

20,000

24,000

26,000

28,000

30,000

（百万円）

（年度） 19 20 21 22 23 24 25 26 27

　(2)　教育費当初予算

 ア　平成２７年度教育費当初予算

 イ　教育費当初予算の推移

22,605 
22,102 

22,878 
22,616 

24,057 

24,671 
25,101 

26,239 

27,269 

性質

目的

教 育総 務費
4,647,145 2,520,936 895,083 10,197 0 102,711 146,821 909,727 61,670 17.1%

小 学 校 費
8,362,922 2,040,729 2,326,599 250,806 426,000 39,118 1,548,246 1,731,424 30.7%

中 学 校 費
3,660,977 512,552 1,390,253 101,475 383,000 20,529 512,211 740,957 13.4%

高 等学 校費
1,335,144 1,019,797 150,079 13,111 0 8,657 0 143,500 4.9%

幼 稚 園 費
1,285,055 427,474 29,279 1,962 792,000 34,340 0 0 4.7%

専 修学 校費
192,122 119,491 29,096 4,218 0 317 0 39,000 0.7%

社 会教 育費
3,801,004 1,046,824 1,329,687 23,546 0 36,544 1,119,194 245,209 13.9%

保 健体 育費
2,812,311 580,806 1,209,651 11,073 0 343,881 348,505 288,395 30,000 10.3%

美 術 館 費
399,313 50 341,096 0 0 51,435 0 6,700 32 1.5%

熊 本 城 費 772,978 279,380 440,794 9,051 0 1,118 0 41,820 815 2.8%

計 27,268,971 8,548,039 8,141,617 425,439 1,601,000 638,650 3,674,977 4,146,732 92,517

構 成 比 100.0% 31.3% 29.9% 1.6% 5.9% 2.3% 13.5% 15.2% 0.3% 100.0%

補 助 費 等
補 助 単 独

（単位：千円）

そ の 他 構 成 比歳 出 予 算 人 件 費 物 件 費
普 通 建 設 事 業

維持補修費 扶 助 費

0

0

0

0

0

0

（２）　教育費当初予算

  

　①　平成２７年度教育費当初予算

　②　教育費当初予算の推移

◆第一章　教育行財政
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　(3)　教育費決算

 ア　平成２６年度教育費決算

 イ　教育費決算の推移

22,000

20,000

24,000

26,000

28,000

30,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26

（百万円）

（年度）

　　　性質

目的 補 助 単 独

教育総務費
3,825,364 2,498,951 699,369 482 16,350 104,514 0 459,038 46,660 14.7%

小 学 校 費
5,788,640 711,481 1,622,025 194,002 160,519 42,410 788,170 2,270,033 0 22.3%

中 学 校 費
1,993,993 415,621 793,544 91,013 204,820 21,681 41,967 425,347 0 7.7%

高等学校費
1,389,856 835,197 287,453 6,956 7,880 7,715 0 244,655 0 5.3%

幼 稚 園 費
1,553,893 322,391 111,970 8,399 1,061,087 50,046 0 0 0 6.0%

専修学校費
145,377 111,506 30,100 3,045 430 296 0 0 0 0.5%

社会教育費
3,276,022 1,012,373 1,208,878 16,348 5,475 33,514 209,294 787,866 2,274 12.6%

保健体育費
6,752,148 1,927,382 2,021,307 23,499 446,608 291,830 239,039 1,767,391 35,092 26.0%

美 術 館 費
395,382 40 310,473 0 0 48,014 0 36,809 46 1.5%

熊 本 城 費 876,994 262,659 433,857 7,939 1,970 797 67,100 76,956 25,716 3.4%

計 25,997,669 8,097,601 7,518,976 351,683 1,905,139 600,817 1,345,570 6,068,095 109,788

構 成 比 100.0% 31.2% 28.9% 1.4% 7.3% 2.3% 5.2% 23.3% 0.4% 100.0%

（単位：千円）

そ の 他 構 成 比補 助 費 等
普 通 建 設 事 業

歳 出 予 算 人 件 費 物 件 費 維持補修費 扶 助 費

22,523
22,721

20,774

22,359

23,096

22,628

24,467

23,714

25,998

（３）　教育費決算

  

　①　平成２６年度教育費決算

　②　教育費決算の推移
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